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第19回（法定第6回）新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

議事要旨 

 

日時：令和２年５月７日（木） 午後４時３０分～午後６時２０分 

場所：本庁舎８階大会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

 

（１）市内における感染状況について 

◎健康推進部長 

・現在、当市は139人。県内ではさいたま市に次いで2番目に多い。 

・直近8日間の感染者は5名であり、前週と比較して減少している。 

・クラスターによる感染者は所沢明生病院28名、所沢ロイヤル病院23人、皆成会25人

（計76人）。 

・5月 3日から 5月 6日まで、所沢市医師会が既存の在宅当番医制を利用し発熱外来を

実施した。4日間で49名（内疑い1名）の受診者があった。 

 

（２）緊急事態宣言の延長について 

◎事務局（健康推進部） 

・埼玉県については特定警戒都道府県に該当し、これまでと同様の制限となった。 

 

（３）市長メッセージ（第５弾）について 
◎市長 

・第５弾メッセージは配信しないこととするが、緊急事態宣言の延長に伴い市民に伝え

たい内容を広報する。 

 

（４）各部長からの報告 

秘書担当理事 ・次亜塩素酸溶液の寄付の申し出があった。 

経営企画部長 ・給付金の封入封緘作業を職員に依頼することになることから、

協力をお願いしたい。 

・『所沢市からのお願い』を号外として5月9日から5日間で全戸

配布を行う。 

総務部長 ・市内業者である(株)出羽紙器製作所、(株)カマタからパーテー

ションの寄付があった。 
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財務部長 ・新型コロナウイルス感染症関連の事業費は25億円となったが、

国からの臨時交付金額は6億円であるため、増額を要望してい

く。 

市民部長 ・市民文化センターは5月末まで休館となった。 

福祉部長 ・市内の障害者通所施設（9カ所）は、保健所と相談のうえ 4月

末よりサービスを再開した。 

こども未来部長 ・保育園、児童クラブ（医療従事者等は除く）は当面の間臨時休

園を継続する。 

・休園解除は鋭意検討中だが、市の感染状況等も重要であると認

識している。埼玉県、東京都の動向を見極めて判断する。 

環境クリーン 

部長 

・5月11日から5月末まで、ごみの持ち込み受入を午前中のみ行

う。 

・スマートハウス化補助金は受付方法を変更し当面郵送での提出

を可能とした。 

産業経済部長 ・狭山湖第1、2駐車場（観光駐車場）を5月2日（土）から5月

6日（日）まで閉鎖した。 

・都に近接する狭山湖第2駐車場のみ5月9日（土）から当面の

間、閉鎖する。 

・西武ライオンズから新型コロナウイルスの影響で困っているこ

とがあれば協力したいとの申し出があった。 

街づくり計画 

部長 

・東町の再開発事業は5月8日（金）から工事を再開する。 

 

建設部長 ・4月29日から5月6日のうち3日間で利用者の多い100公園

にて広報車による注意喚起を行った。今後も継続して行く。 

・カルチャーパーク、滝の城址公園の駐車場を5月2日（土）

から5月6日（日）まで閉鎖した。 

・滝の城址公園の駐車場は、都内公園利用者が駐車していること

から5月9日（土）から当面の間、閉鎖する。 

市民医療センタ

ー事務部長 

・市民医療センター平日発熱外来のここまでの受診者数は52人、

うちＰＣＲ検査となったものは6件。 

教育総務部長 ・図書館は方法を検討し臨時窓口の再開を調整している。 

学校教育部長 ・公立小中学校、第2幼稚園の休校・休園は5月末まで継続する。 

・登校日の設定は埼玉県、東京都の動向を見極めて教育委員会で

判断し設定していく。 

上下水道局長 ・水道利用料金の減免を検討している。 

 


